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衆
議
院
議
員
宮
崎
岳
志
君
提
出
国
家
戦
略
特
区
に
お
け
る
規
制
改
革
事
項
と
し
て
獣
医
学
部
の
新
設
を
可
能
と
す
る
件
で
、

加
計
学
園
等
が
政
府
に
提
出
し
た
提
案
書
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
宮
崎
岳
志
君
提
出
国
家
戦
略
特
区
に
お
け
る
規
制
改
革
事
項
と
し
て
獣
医
学
部
の
新
設
を
可
能
と
す
る
件

で
、
加
計
学
園
等
が
政
府
に
提
出
し
た
提
案
書
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
国
家
戦
略
特
区
に
お
け
る
規
制
改
革
事
項
と
し
て
獣
医
学
部
の
新
設
を
可
能
と
す
る
件
」
の
意
味
す
る
と
こ

ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
今
治
市
が
単
独
で
又
は
愛
媛
県
や
広
島

県
と
と
も
に
提
出
し
た
国
家
戦
略
特
別
区
域
に
係
る
提
案
に
関
す
る
文
書
の
①
名
称
及
び
②
日
付
、
③
当
該
文
書
の
う
ち
獣

医
学
部
の
新
設
に
関
す
る
記
載
が
あ
る
部
分
の
ペ
ー
ジ
数
並
び
に
④
当
該
文
書
が
配
布
さ
れ
た
会
議
の
名
称
等
を
お
示
し
す

る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
提
案
書

②
な
し

③
一
ペ
ー
ジ

④
平
成
二
十
七
年
六
月
五
日
に
開
催
さ
れ
た
国
家
戦
略
特
区
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー

プ
①
添
付
資
料

②
な
し

③
二
ペ
ー
ジ

④
平
成
二
十
七
年
六
月
五
日
に
開
催
さ
れ
た
国
家
戦
略
特
区
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル

ー
プ①

今
治
市
・
国
家
戦
略
特
区
提
案

②
な
し

③
一
ペ
ー
ジ

④
平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
日
に
開
催
さ
れ
た
国
家
戦
略

一



特
区
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ

①
追
加
の
提
案
事
項
等
に
つ
い
て

②
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
日

③
二
ペ
ー
ジ

④
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
日
に

開
催
さ
れ
た
広
島
県
・
今
治
市
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
（
第
一
回
）

①
広
島
県
・
今
治
市
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
「
今
治
市
分
科
会
」－

今
治
市
提
出
資
料－

②
平
成
二
十
八
年
九
月
二

十
一
日

③
一
ペ
ー
ジ

④
平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
一
日
に
開
催
さ
れ
た
広
島
県
・
今
治
市
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
今

治
市
分
科
会
（
第
一
回
）

①
広
島
県
・
今
治
市
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
（
第
二
回
）－

今
治
市
提
出
資
料－

②
平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日

③
二
ペ
ー
ジ

④
平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日
に
開
催
さ
れ
た
東
京
圏
（
第
十
三
回
）
・
福
岡
市
・
北
九
州
市
（
第
八
回
）

・
広
島
県
・
今
治
市
（
第
二
回
）
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
合
同
会
議

ま
た
、
学
校
法
人
加
計
学
園
が
国
家
戦
略
特
別
区
域
に
係
る
提
案
に
関
す
る
文
書
を
国
家
戦
略
特
区
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー

プ
等
に
提
出
し
た
こ
と
は
な
い
。

な
お
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
に
お
け
る
産
業
の
国
際
競
争
力
の
強
化
及
び
国
際
的
な
経
済
活
動
の
拠
点
の
形
成
に
関
す
る

施
策
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
五
日
の
衆
議
院
地
方
創
生
に
関
す
る
特
別
委
員
会
に
お
い
て
山
本

二



内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
（
地
方
創
生
）
が
「
国
家
戦
略
特
区
と
構
造
改
革
特
区
は
、
い
ず
れ
も
規
制
改
革
に
よ
っ
て
経
済
社

会
の
構
造
改
革
を
推
進
し
よ
う
と
い
う
点
で
、
手
段
と
目
的
は
共
通
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、

平
成
二
十
七
年
度
か
ら
は
、
国
家
戦
略
特
区
の
提
案
募
集
と
構
造
改
革
特
区
の
提
案
募
集
と
を
一
体
的
に
行
っ
て
、
提
案
内

容
の
実
現
に
向
け
た
検
討
も
、
特
区
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
、
所
管
省
庁
と
の
折
衝
な
ど
、
両
者
を
一
体
的
に
行

っ
て
お
り
ま
す
。
」
と
答
弁
し
た
と
お
り
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三


